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中間報告書の公表に当たって 

 

本報告書は「社会的に望ましい高速道路料金のあり方に関する調査研究委員会」の研究成

果の一部を報告書として公表するものである。高速道路調査会では、2010 年の「高速道路

の料金制度のあり方に関する調査研究」から、「高速道路の料金および課金のあり方に関す

る調査研究－持続可能な高速道路料金制度に向けて－」、「諸外国における AET および走

行距離課金の導入状況に関する調査研究」と高速道路の料金制度に関する研究を継続的に

行い、本委員会もその流れを汲むものである。 

日本の高速道路は 1994 年以降、消費税の改定を除き、基本料率の変更を実施していない。

そのため、現在では欧米主要国の高速道路料金と比べても、普通車、大型車とも同水準と言

える程度になっている。一方、昨今の人件費や資材費の高騰、金利の上昇、老朽化対策の必

要性などの理由で、料金水準のあり方について検討することが重要な課題となっている。 

本報告書の構成は以下の通りである。はじめに、研究の背景と目的を概説する。第１章で

高速道路の料金設定の考え方を整理し、料金割引の実態と車種間料金比率の国際比較を行

う。第２章では料金改定および料金徴収期間の変更のあり方を議論し、各国の料金改定式及

びコンセッション期間変更の事例を紹介する。第３章では本報告書で得られた知見を基に、

日本への示唆と提言を行い、残された課題を提示する。 

 本委員会は３年計画で開始しており、本報告書の研究成果も研究途上のものである点に

ご留意頂きたい。中間報告書をご一読いただき、忌憚のないご意見を頂戴できれば幸いであ

る。 
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はじめに 研究の背景と目的 

日本の高速道路料金については 1994 年の改定以降、世論の動向や物価が安定していた

ことなどにより、基本料率の改定は議論されてこなかった。 

一方で諸外国では、高速道路料金は物価水準に合わせて見直されてきた。これにより、

普通車については、2010 年頃には日本の高速道路料金は欧米の２～３倍と言われたが、

2024 年には、米国以外の国は円ベースでみればほとんど日本と変わりない料金水準とな

っている。英国については日本の 2 倍近い料金水準となっている（図１参照）。 

大型車については、2010 年には、日本の料金水準は諸外国の 2～4 倍だったが、2024 年

にはイタリアとドイツを除いて、最も低くなっている（図 0-１参照）。 

 

 

図 0-１ 諸外国の高速道路料金の推移 

注：米国はインターステート有料道路平均、英国はＭ6 トール、フランス 2010、2017 は

Cofiroute のパリ～オルレアン、2024 は主要区間平均、 イタリアは Autostrade per l'Italia 平

均、ドイツは重量貨物車（7.5 トン、排出ガス基準ユーロⅥ）のキロ当たり単価（円）である。 
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 諸外国の料金水準が円ベースで高騰しているのは、為替レートの円安化 （表 0-1 参照）、

および新規開通路線の料金水準が高い（米国、フランス、イタリアでは料金水準は個別路

線の採算により決定されるため）ことも影響していると考えられる。 

 

表 0-１ 為替レートの推移                                        単位 円 

 米ドル 英国ポンド ユーロ 

2010 年 93.78 142.71 126.72 

2017 年 111.39 139.77 118.68 

2024 年 151.61 190.31 162.87 

 

日本の高速道路料金を他の公共料金を比較してみても、上昇率は最も小さいものの一つで

ある（図２参照）。 

 

指数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 0-２ 日本の公共料金の推移 

注 縦軸は 1963 年を 100 とする指数である。 

出典 総務省統計局消費者物価指数から NEXCO 東日本作成 

 

近年、世界的な原材料および原油等エネルギーの品不足や価格高騰・円安の影響を受け

て、建設工事の資材価格や人手不足による人件費も高騰しており（図 0-３参照）、金利も

2016 年以降上昇傾向にある （図 0-４参照）。このような状況の中で、老朽化する高速道路

の改築などを円滑に進めていくためには料金改定も視野に入れた検討も必要となってい

る。 
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図 0-3 有料道路の建設工事費デフレータの推移 

出典 国土交通省 HP 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_tk4_000112.html 

 

 
図 0-４ 日本の国債金利の推移 

注 各年の 4 月の第一営業日の金利 

出典 財務省 HP 国債金利情報 

https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/index.htm 

 

一方、世界では、地球環境問題により、CO2 の排出を減らすために石油燃料車から電気

自動車等への転換が進んでいること、石油燃料車の燃費が向上していることにより、燃料

税収が減少していることから、道路整備財源を確保するためには、走行距離課金に移行す

ることは不可避であることが、国際的な合意となっている（高速道路調査会 2024）。 
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また EU 諸国では、従来から走行距離課金に外部費用として大気汚染、騒音にかかわる

費用を課金していたが、2022 年に CO2 排出費用を上乗せすることが可能になり、ドイツ、

オーストリア等ではすでに導入されている（高速道路調査会 2024）。 

このような背景のもと、本研究の目的は、社会的に望ましい高速道路料金のあり方につい

て、欧米の有料道路の事例を参考にして、①高速道路の料金設定の考え方、②道路のサービ

ス水準と負担のあり方、③料金改定のあり方等の観点から検討することである。 

 

本調査において、「社会的に望ましい高速道路料金」とは、以下の観点において優れてい

るものをいう。 

・ 発生させる費用を回収できること：回収（償還）原則 

・ 費用を発生させている者が負担すること：原因者負担 

・ 高速道路の利用によって便益を受ける者が費用を負担すること：受益者負担 

(この中には、車種ごとの利用者だけでなく、世代間の負担の公平性も含む) 

・ できるだけ混雑等を発生させず、円滑な交通流を維持すること：最適な交通流  

・ 料金徴収費用ができるだけ低いこと；徴収費用の最小化 

・ 料金の決定の根拠がわかりやすいこと：透明性 

・ 利害関係者から受け入れられやすいこと：社会的受容性 

・ CO2 や大気汚染など地球環境への影響が少ないこと：地球環境適合性 

・ 所得による不平等が発生しないこと：平等性 
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第１章 高速道路の料金設定の考え方 

1.0 料金設定の考え方の整理 

高速道路の料金設定の考え方には大きく分けて 2 つある。第一は費用に着目した料金設

定であり、第二は交通混雑を最小化し、最適な交通流を達成するための料金設定である。 

費用に着目した料金設定では、インフラ費用については、総額を算定し、車種ごとに発

生させる費用により車種間料金比率を決定する。外部費用については、車種ごとに要因別

の発生量と費用単価を算定して、車種間料金比率を決定する。インフラ費用の決定方法の

一類型として、必要な総収入は費用に基づいて決定するが、車種間料金比率については車

種ごとの料金弾力性に基づいて収入を最大化するという方法がある。 

費用に着目した料金設定は、コンセッションや日本の高速道路制度のように、料金徴収

期間が定められている場合には、料金徴収期間内での収入による費用 （必要な利潤を含む）

の回収が求められる。一方、高速道路自体は、永続的に維持管理しなければならないので、

ドイツやオーストリアのように高速道路資産の永久的な存続を前提とする費用と収入の

一致を年単位で考える方法がある。 

 

1.1 費用に着目した料金設定 

1.1.1 基本的考え方 

EU では、重量貨物車課金の課金額の決定原則は、経済学の理論にのっとり、以下の式

によって算定することを基本としている（Maibach et. Al 2008, Ricardo-AEA 2014，EC 

2019）。 

インフラ費用の限界費用 + 外部費用の限界費用 ＝ 課金額 

しかし、インフラの限界費用を算定することは実務的に難しいこと、また混雑が発生し

ていない道路では混雑の限界費用はゼロになるため、財源を確保するため非混雑道路でも

インフラの平均費用を徴収する必要があったことから平均費用が用いられている。外部費

用についても、実際の課金額の決定にあっては車種別・沿道状況別の平均費用しかデータ

が入手できないという事情があった。このように、限界費用を採用することは理論的には

正しいが、その計測には大きな困難が伴うことから、日本への導入はかなり難しいと思わ

れる。 

米国では、議論を単純化して、走行距離課金の導入の社会的受容性を高めるため、外部

費用を含めていない（図 1-1 参照）。 
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図 1-1 米国と EU の走行距離課金の構成費用の比較 

 

インフラ費用は、道路インフラの整備および維持管理のために発生した全体費用を算定

することは比較的容易であるが、それを車種別に配分する必要がある。配分に当たっては、

何らかの基準が必要になるが、道路本体としての構造的区分（道路、橋梁、トンネル等）

や費用項目（建設費、更新費、維持費、運営費）ごとに費用負担責任額を各車種に配分す

ることによって、車種間比率を決定している。その際に、建設費については主に各車種の

占有面積等、更新および維持費については道路への損傷度合い（車両総重量、軸重）によ

る重みづけを行っている。このようにして算定された各車種の負担責任額を、各車種の走

行台キロで除することにより、走行距離課金の単価が決定されている。 

米国においては、インターステート高速道路の建設当時は、主に車両の占有面積等に比

例させて配分された。その後 1980 年代以降に維持管理主体になってきたため、1982 年お

よび 1997 年（2000 年に追補）のコスト・アロケーション・スタディに基づき、維持費用

の大きな割合を占める舗装の修繕費用について、主として交通量と軸数および軸重に相関

させて配分している（武田 1986、FHWA1997、FHWA2000）。 

 外部費用については、EU では、NOｘなどの有害ガスによる大気汚染 、騒音について

課金されてきた。これらについては、学術的な研究成果に基づくインパクトスタディによ

り、算定手法と導入に当たっての上限値が設定されてきたが、2022 年の課金指令の改正に

おいては、基準値とされ、加盟国では基準値の 2 倍を超えない範囲で独自に設定できる

（EU2022）。 

算定手法は、道路別に、要因別の発生量と費用単価を積み上げることとされている。 

 

大気汚染の算定式は以下のとおりである。 

 PCVij = ΣkEFik x PCjk 

ここで： 

－ PCVij は、車両タイプ i の車両の対象道路 j における大気汚染費用（ユーロ/

台ｋｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      米国         EU 
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大気汚染 

騒音 

CO2 

インフラ 

混雑 
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－ EFik は、汚染物質 k および車両タイプ i の排出係数（ｇ/ｋｍ） 

－ PCjk は、汚染物質 k の対象道路 j における単価（ユーロ/ｇ） 

 

騒音の算定に当たっては、騒音レベル、一人当たりの被害額 沿線人口密度を考慮して、

道路周辺環境（都市郊外、都市間）、昼夜別、車種ごとに、以下の式で、単価を設定してい

る。 

騒音 NCVj (日)= e  x Σ kNCjk x POPk/WADT 

NCVj (昼)= a x NCVj 

NCVj(夜) = b x NCVj  

 

ここで： 

－ NCVj は、1 台の重量貨物車両の対象道路 j における騒音費用（ユーロ/台ｋｍ） 

－ NCjk は、対象道路 j における騒音レベル k の一人当たり騒音費用（ユーロ/

人）  

－ POPk は、昼間の騒音レベル k におけるキロ当たりの人口（人/ｋｍ） 

－ WADT は、加重平均日平均交通量（乗用車換算台数） 

－ a と b は、キロ当たり加重平均騒音費用が NCVj (日)を超えない範囲で加盟

国が決定する比率である。 

－  e は重量貨物車と乗用車の換算係数（4 以下）である。 

 

混雑費用は、2022 年に改正された課金指令において、課金に追加してよいこととされ、

以下の式で算定される。 

混雑費用＝旅行時間の増分×時間価値×交通量 

ここで： 

－ 旅行時間の増分は、各道路区間ごとの速度―交通量曲線により算定される。 

－ 時間価値は、混雑した状態における走行車の時間価値を基礎として算定される。 

－ 交通量は、当該道路区間における交通量である。 

 

同指令では、対象となる道路区間を表 1-1 のように区分し、普通車（light-duty vehicle）

の km あたりの基準額を定めている。 

              

表 1-1 混雑課金の対象区間の区分 単位：ユーロセント／km 

   大都市圏 それ以外 

自動車専用道路 25.9 23.7 

主要道路 61.0 41.5 
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そして、これらの基準額を１とした車種間比率を設定し、各車種の課金額を算定すると

している。CO2 については、2022 年の指令の改正によって、CO2 の排出性能に基づいて

課金額を追加できるようになった。交通による気候変動に対するインパクトは、CＯ2 だ

けでなく、一酸化二窒素（N2O）、メタン（CH4）の排出によるが、規制値の設定に当た

っては CＯ2 の発生量に換算される。インパクト調査によれば、特定の温室効果ガスの排

出量に、CO2 換算の外部費用係数をかけることによって算出される。 

CO2 換算の外部費用係数は、非常に複雑な要素があり、決定方法には損害費用アプロー

チと回避費用アプローチがある。損害費用アプローチは、気候変動によって起きる災害等

の損害額をモデルによって算出される。しかし、この方法による既存研究では、公平性、

不可逆性、不確実性により、評価値に大きな差がある。このため、CO2 を削減する費用に

よって計測する回避費用アプローチを用いることが推奨されている。この方法は、温室効

果ガスに関する政策目標を達成するための最小の費用を算出することによって算定する

とされている。 

 

1.1.2 インフラ費用の取り扱い 

本節では、インフラ費用の算定方法について、ドイツとオーストリアの事例を紹介する。 

 

1.1.2.1 ドイツ 

１．対象期間中のインフラ費用（課金額の母数）と対象期間中の費用の算定 

インフラ費用課金は、現行の費用課金料率（€／km）を算定した報告書(参考文献１) 1

によれば、算出対象期間（2023～2027 年）における、対象ネットワークを構成する既存

資産、新規投資分の基準年における現在価値を算定し、耐用年数に応じた減価償却費、現

在価値に応じた利子（資産の単年費用化）と対象期間の維持修繕費、管理費を、課金対象

である 7.5 トン以上の貨物自動車だけでなく、全ての走行車種に配分（表 1-２）したうえ

で、それらを各車種の推計交通量（走行台キロ）で割り戻すことにより算出している。 

 

 

 

 
1 Bundesministerium für Digitales und Verkehr、「Berechnung der Wegekosten für 

das Bundesfernstraßennetz sowie der externen Kosten nach Maßgabe der Richtlinie 
1999/62/EG für die Jahre 2023 bis 2027、 Dezember 2021  
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図1-2 全体の流れ 

 

上記図1-2の１のインフラ費用の算定において、ネットワークを構成する資産を以下の

ように区分し、基準年時点（2019年）での現在価値（純資産額）を算定する。 

・ 用地 

・ 土工（想定耐用年数90年） 

・ 舗装部 

 凍上抑制層（同90年） 

 路盤（結合路盤同60年、非結合路盤同55年） 

 基層（同26年） 

 表層（同８～26年） 

・ トンネル（開削工法同90年、山岳工法130年）、半地下構造（同90年） 

・ 橋梁（同80年） 

・ 遮音構造物（同40～60年、遮音築堤同90年） 

・ 管理事務所（同40年） 

・ 休憩施設（同40年） 

 

次に、上記図1-2の２として、各資産の設定耐用年数に応じた減価償却費、および純資

産額に係る利子を、単年費用としている。 

１．既存資産を含めた、基準年における、 

・道路、橋梁、トンネル等、 

・道路本体としての構造的区分（舗装部）、 

・道路付属施設 

の現在価値の算定（区間ごと） 

３．算定された各インフラ費用に適用する配分原則ごとへの配分 

４．配分原則に応じた各車種への配分 

５．各車種の負担すべきインフラ費用 ÷（推計）区間ごとの走行台キロ  

＝ インフラ費用課金単価（／km） 

２．１で算定された資産の耐用年数に応じた減価償却費、現在価値に応じた利子、 

維持修繕費、管理運営費の単年費用の算定 
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また、更新については、再調達する資産として扱い既存資産と同様の方法で単年費用

化する。 

維持修繕費、管理費については、いわゆるランニング費用として、対象期間中におけ

るインフラ費用としている。 

表1-2の横軸の合計が、上記により区分された費用項目ごとのインフラ費用である。 
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表1-2 費用項目（縦軸）と配分原則（横軸）ごとに配分されたインフラ費用 

（単位：十億€） 

軸重依存 比例 占有 　総重量依存 大型貨物独自 乗用車独自 7.5トン未満独自 騒音 合計１ 合計２

(AASHO) 重量 層構造(AASHO) 比例 占有 比例 比例 対策 構成比(%) 構成比(%)

用地等 利子 3.86 3.86 2.63 3.86 2.63

土工 利子 21.88 21.88 14.88 28.68 19.51

減価償却 6.80 6.80 4.63

凍上抑制層 利子 3.27 3.27 2.22 4.28 2.91

減価償却 1.01 1.01 0.69

路盤 利子 1.08 2.91 3.98 2.71 7.12 4.84

減価償却 3.14 3.14 2.14

基層 利子 2.22 2.22 1.51 7.28 4.95

減価償却 5.06 5.06 3.44

表層 利子 2.18 2.18 1.48 14.44 9.82

減価償却 12.26 12.26 8.34

トンネル・半地下 利子 1.58 1.75 0.18 3.50 2.38 6.02 4.09

減価償却 2.02 0.50 2.52 1.71

橋梁 利子 11.77 2.08 13.85 9.42 27.15 18.47

減価償却 11.30 1.99 13.30 9.05

騒音対策 利子 0.83 0.83 0.56 2.31 1.57

減価償却 1.48 1.48 1.01

諸設備 利子 0.42 0.85 1.26 0.86 17.58 11.96

減価償却 5.39 10.94 16.32 11.10

のり面構造物 利子 0.37 0.74 1.11 0.75 1.54 1.05

減価償却 0.14 0.29 0.43 0.29

管理事務所 利子 0.04 0.09 0.13 0.09 0.93 0.63

減価償却 0.26 0.53 0.80 0.54

休憩施設 利子 0.09 0.27 0.07 0.02 0.44 0.30 3.12 2.12

減価償却 0.54 1.61 0.40 0.13 2.68 1.82

維持 4.69 5.74 10.43 7.09 10.43 7.09

料金収受 7.15 7.15 4.86 7.15 4.86

管理 5.12 5.12 3.48 5.12 3.48

合計 20.46 20.66 84.07 4.07 5.13 7.83 1.87 0.47 0.16 2.32 147.02 100.00 147.02 100.00

構成比(%) 13.92 14.05 57.18 2.77 3.49 5.33 1.27 0.32 0.11 1.58 100.00  

出典：参考文献１  



 

16 

 

２．配分原則と適用する費用（図 1－2 全体の流れ３、４） 

4で算定した各費用項目（資産や道路を構成する部位等）には、その特性に応じた配分原

則、費用によっては複数の配分原則が適用され、また、利用者グループ (車両分類) の特

性によっても設定されている（表1-２の横軸）。以下の費用の配分の際に用いる換算値に

ついては、参考文献１において、2018～2022年のインフラ費用課金の料率（€／km）を算

出した2018年の報告書（参考文献２）2を用いるとしている。 

 

① “重量に依存した原因による費用（AASHO）”：軸重 

対象期間におけるインフラ費用の約14％を占めており、配分に際して、いわゆるAASHO

の４乗則が反映される費用であり、費用項目としては、道路の表層、基層及び路盤の減価

償却分について、7.5トン以上の車両のみを対象として、それらの各車種の軸重を考慮した

換算交通量に応じて配分されている。 

 

表1-３ 車種ごとの軸重換算値 

車種 換算値 （同2013年値） 

バス 1.10 1.08 

3.5トン超7.5トン未満の貨物自動車 0.01 0.01 

２軸 貨物自動車 7.5～11.99トン 0.08  

0.25 ２軸 貨物自動車 12～18トン 0.42 

２軸 貨物自動車 18トン超 0.42 

３軸 貨物自動車 7.5～11.99トン 0.03  

0.48 ３軸 貨物自動車 12～18トン 0.12 

３軸 貨物自動車 18トン超 0.72 

４軸 貨物自動車 7.5～11.99トン 0.01  

0.71 ４軸 貨物自動車 12～18トン 0.05 

４軸 貨物自動車 18トン超 1.03 

５軸 貨物自動車 7.5～11.99トン 0.01  

1.36 ５軸 貨物自動車 12～18トン 0.03 

５軸 貨物自動車 18トン超 1.48 

出典：参考文献２ 表76 

 

 

 
2   Bundesministerium für Digitales und Verkehr、Berechnung der Wegekosten 

für das Bundesfernstraßennetz sowie der externen Kosten nach Maßgabe der 
Richtlinie 1999/62/EG für die Jahre 2018 bis 2022, 5、 März 2018 
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② “重量に依存した誘因による費用”：車両総重量 

対象期間におけるインフラ費用の約６％を占めており、配分に際して、軸重ではなく、

車両総重量が反映される費用であり、費用項目としては、橋梁（利子、減価償却とも）と、

その舗装部のうち基層及び路盤の利子分について、3.5トン以上の車両のみを対象として、

それらの各車種の主に車両総重量を考慮した換算交通量、舗装部については①の軸重を考

慮した換算交通量に応じて配分されている。 

 

表1-４ 車種ごとの重量換算値 

車種 重 量 上 限

（トン） 

換算値 （ 同 2013 年

値） 

小型商用車 3.5 ― － 

バス 26.0 0.60 0.65 

3.5トン超7.5トン未満の貨物自動車 7.5 0.10 － 

２軸 貨物自動車 7.5～11.99トン 12.0 0.25  

0.45 ２軸 貨物自動車 12～18トン 18.0 0.40 

２軸 貨物自動車 18トン超 18.0 0.40 

３軸 貨物自動車 7.5～11.99トン 12.0 0.25  

0.65 ３軸 貨物自動車 12～18トン 18.0 0.40 

３軸 貨物自動車 18トン超 26.0 0.60 

４軸 貨物自動車 7.5～11.99トン 12.0 0.25  

1.00 ４軸 貨物自動車 12～18トン 18.0 0.40 

４軸 貨物自動車 18トン超 38.0 0.95 

５軸 貨物自動車 7.5～11.99トン 12.0 0.25  

1.00 ５軸 貨物自動車 12～18トン 18.0 0.40 

５軸 貨物自動車 18トン超 40.0 1.00 

出典：参考文献２ 表77 

 

③  “騒音発生が誘因となる費用” 

対象期間におけるインフラ費用の約１.５％を占めており、配分に際しては、騒音の質

（後述）や水準が反映される費用であり、費用項目としては、遮音構造物3の新規建設費用

（利子）と更新（減価償却）について、各車種（後述）や水準を考慮した換算交通量に応

じて配分されている。 

 

 

 
3 騒音遮蔽の機能を有する壁で、目に見える高さが 2.00m 以上のもの 
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表1-５ 車種ごとの騒音換算値 

車種 換算値 （同2013年値） 

乗用車、ステーションワゴン 1.00 1.00 

オートバイ 4.20 4.20 

小型商用車 1.20 1.20 

バス 3.30 3.30 

3.5トン超7.5トン未満の貨物自動車 2.00 2.00 

２軸 貨物自動車 7.5～11.99トン 3.00  

3.00 ２軸 貨物自動車 12～18トン 4.20 

２軸 貨物自動車 18トン超 4.20 

３軸 貨物自動車 7.5～11.99トン 3.00  

4.20 ３軸 貨物自動車 12～18トン 4.20 

３軸 貨物自動車 18トン超 4.20 

４軸 貨物自動車 7.5～11.99トン 3.00  

5.50 ４軸 貨物自動車 12～18トン 5.50 

４軸 貨物自動車 18トン超 5.50 

５軸 貨物自動車 7.5～11.99トン 3.00  

5.50 ５軸 貨物自動車 12～18トン 5.50 

５軸 貨物自動車 18トン超 5.50 

出典：参考文献２ 表80 

 

④ “占有空間に依存した誘因による費用”：占有空間 

対象期間におけるインフラ費用の約57％を占めており、配分に際しては、各車種の占有

空間が反映される費用であり、多くの費用項目に適用され、車種ごとに設定した占有空間

換算値を考量した換算交通量に応じて配分されている。 

 

表1-６ 車種ごとの占有空間換算値 

車種 換算値 （同2013年値） 

乗用車、ステーションワゴン 1.00 1.00 

オートバイ 0.50 0.50 

小型商用車 1.20 1.20 

バス 2.50 2.50 

3.5トン超7.5トン未満の貨物自動車 1.50 2.00 

２軸 貨物自動車 7.5～11.99トン 1.50  
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２軸 貨物自動車 12～18トン 2.75 2.00 

２軸 貨物自動車 18トン超 3.00 

３軸 貨物自動車 7.5～11.99トン 2.00  

3.00 ３軸 貨物自動車 12～18トン 2.88 

３軸 貨物自動車 18トン超 3.25 

４軸 貨物自動車 7.5～11.99トン 2.50  

4.25 ４軸 貨物自動車 12～18トン 3.00 

４軸 貨物自動車 18トン超 4.25 

５軸 貨物自動車 7.5～11.99トン 2.50  

4.50 ５軸 貨物自動車 12～18トン 3.00 

５軸 貨物自動車 18トン超 4.50 

出典：参考文献２ 表79 

 

⑤ “比例した誘因による費用”：走行台㎞ 

対象期間におけるインフラ費用の約１４％を占めており、配分に際しては、換算値を用

いず、各車種の交通量（台㎞）が反映される費用であり、多くの費用項目に適用され、車

種ごとの総交通量に応じて配分されている。 

 

⑥ 車両区分独自分 

「トンネルと半地下構造」に係る費用のうち、利子の５％、減価償却費の20％は7.5トン

以上の車両群に配分され、それらはさらに各車種の交通量（台㎞）に応じて配分される。 

「休憩施設」に係る費用については、7.5トン以上の貨物自動車に60％、乗用車、ステー

ションワゴン、オートバイに15％、7.5トン未満の貨物自動車に５％配分され、7.5トン以

上の車両群については占用空間に、他は各車種の交通量（台㎞）に応じて配分される。 

また、課金関係の費用については、課金対象である7.5トン以上の貨物自動車に配分し、

さらに各車種の交通量（台㎞）に応じて配分される。 

 

３. 費用項目ごとの配分原則と適用割合 

２の配分原則は、費用項目ごとに１つの原則が適用されるわけではなく、「路盤」（利

子のみ）、「トンネルと半地下構造」、「橋梁」、「のり面構造物4」、騒音対策以外の付

属施設の利子、減価償却費については、表1-7にある割合で、複数の原則を適用している。 

 
4 土壌、道路本体、または水域に対して支持機能を果たす土木構造物で、目に見える

高さが 1.50m 以上のもの 
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表1-７：費用項目（縦軸）ごとの配分原則（横軸）の適用割合（％） 

軸重依存 比例 占有空間依存  総重量依存 大型貨物独自 乗用車独自 7.5トン未満独自 騒音 計

重量 層構造 比例 占有 比例 比例

用地含むA+E 利子 100 100

土工 利子 100 100

減価償却 100 100

凍上抑制層 利子 100 100

減価償却 100 100

路盤 利子 27 73 100

減価償却 100 100

基層 利子 100 100

減価償却 100 100

表層 利子 100 100

減価償却 100 100

トンネル・半地下 利子 45 50 5 100

減価償却 80 20 100

橋梁 利子 85 15 100

減価償却 85 15 100

騒音対策 利子 100 100

減価償却 100 100

諸設備 利子 33 67 100

減価償却 33 67 100

のり面構造物 利子 33 67 100

減価償却 33 67 100

管理事務所 利子 33 67 100

減価償却 33 67 100

休憩施設 利子 20 60 15 5 100

減価償却 20 60 15 5 100

維持 45 55 100

料金収受 100 100

管理 100 100  
出典：参考文献１ 表61 

※複数の配分原則が適用されている費用項目における、適用割合については、参考文献１、２にも記載されていない。 
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4. 車種ごとの費用配分 

１で費用項目ごとの対象期間中におけるインフラ費用が、２、３で、費用項目ごとに適

用する配分原則が設定された。 

各原則に応じて各車種に配分される費用は、配分原則ごとに配分された費用に、各配分

原則における換算値を考慮した交通量の割合を乗ずること（費用項目と車種に応じた加重

配分）により得られる。 

 

各配分原則における換算値を考慮した交通量の割合 

＝（ある車種のある原則における換算値 × その車種の交通量（台㎞）） 

／ Σ（車種iの原則kの換算値 × 車種iの交通量（台㎞）） 

である。 

参考文献１において、上記により、インフラ費用を車種区分、配分原則ごとに配分した

ものが表1-８である。 

 

このようにドイツの連邦⾧距離道路の大型車走行課金の課金単価の設定においては、対

象期間中における（フロー化された）インフラ費用を、道路構造物、付属施設等の費用項

目ごとに、適用する配分原則に応じて、各対象車種に配分されており、その約６割は占有

空間に応じて配分されている。 
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表1-８：車種（縦軸）ごとの配分原則により配分された費用 

単位：十億€ 
軸重依存 比例 占有 大型貨物独自 乗用車 7.5トン 騒音

未満貨物 計

車種 (AASHO) 重量 層構造 比例 占有 独自 独自 対策 費用割合

(AASHO) 比例 比例 （％）

乗用車とステーションワゴン 1.639 5.214 0.047 0.121 7.021 47.76

オートバイ（KRAD） 0.019 0.035 0.000 0.005 0.059 0.40
 許容総重量が3.5 t 以下の小型商用車 （LNFZ） 0.110 0.393 0.011 0.009 0.523 3.56

バス 0.124 0.006 0.050 0.013 0.014 0.001 0.001 0.208 1.41

3.5 t を超え7.5 t 未満の貨物自動車 0.048 0.232 0.001 0.004 0.006 0.292 1.99 55.11

２車軸、許容総重量が7.5 t以上12 t 未満の貨物自動車 0.006 0.006 0.026 0.004 0.000 0.025 0.002 0.001 0.069 0.47

２車軸、許容総重量12 t以上18 t 以下の貨物自動車 0.040 0.008 0.064 0.009 0.003 0.034 0.004 0.002 0.164 1.12

２車軸、許容総重量18 t超の貨物自動車 0.005 0.001 0.010 0.001 0.000 0.005 0.001 0.000 0.024 0.16

３車軸、許容総重量7.5 t以上12 t 未満の貨物自動車 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.005 0.03

３車軸、許容総重量12 t以上18 t 以下の貨物自動車 0.001 0.001 0.005 0.001 0.000 0.002 0.000 0.000 0.009 0.06

３車軸、許容総重量18 t超の貨物自動車 0.080 0.009 0.090 0.016 0.005 0.040 0.005 0.003 0.249 1.69

４車軸、許容総重量7.5 t以上12 t 未満の貨物自動車 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.006 0.04

４車軸、許容総重量12 t以上18 t 以下の貨物自動車 0.000 0.001 0.007 0.001 0.000 0.003 0.000 0.000 0.013 0.09

４車軸、許容総重量18 t超の貨物自動車 0.119 0.014 0.153 0.028 0.008 0.049 0.010 0.005 0.387 2.63

５車軸以上、許容総重量7.5 t 以上12 t 未満の貨物自動車 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.01

５車軸以上、許容総重量12 t 以上18 t 以下の貨物自動車 0.000 0.001 0.006 0.001 0.000 0.002 0.000 0.000 0.010 0.07

５車軸以上、許容総重量18 t超の貨物自動車 1.671 0.201 2.116 0.334 0.481 0.619 0.164 0.076 5.662 38.51 44.89

計 2.046 2.066 8.407 0.407 0.513 0.783 0.187 0.047 0.016 0.232 14.702 100.000

構成比（％） 13.9 14.1 57.2 2.8 3.5 5.3 1.3 0.3 0.1 1.6 100.0

総重量依存

 
出典：参考文献１ 表63に「合計」等を追加 
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5. 自動二輪の想定費用負担割合 

表1-９は、表1-８の乗用車（とステーションワゴン）とオートバイに配分された費用を

抽出し、その構成比、各費用配分原則における換算率を付記したものである。 

両車種は、共通した原則にもとづく費用（比例原則費用分、占有原則費用分、乗用車等

独自費用分（休憩施設関係）、騒音費用原則分）が配分されており、乗用車には対象期間

中のインフラ費用の半分近くを占める約700億€、オートバイは0.4％を占める5,900万€の

インフラ費用が配分されている。 

これらの２車種各々における配分原則に応じた費用構成をみると、オートバイにおける

騒音費用原則分の割合が大きい（乗用車の1.7％に対し、オートバイは8.5％）ことがわか

る。これは、同費用の配分に適用する換算値が、乗用車１に対し、オートバイが4.2である

ことによる。 

 

占有原則の対乗用車換算値0.5：参考文献２によると2007年から使用されており変更さ

れておらず、換算値の算定方法についての記載はない。 

 

騒音費用原則分における対乗用車換算値4.2：EUの交通の外部費用に関するハンドブッ

ク（参考文献３）5には、道路と鉄道の騒音について、鉄道では旅客鉄道と貨物鉄道、道路

では車種ごとに、都市部（走行速度50㎞／h）と他の道路（走行速度80㎞／ｈ以上）に分

けて、乗用車を1.0とした加重係数が設定されており（表1-10）、後者のバイクの加重係数

が4.2となっている。 

 

 

 
5 European Commission、Handbook on the external costs of transport Version 

2019 –1.1、January 2019 
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表1-９ 乗用車とオートバイに配分された費用 

単位：費用は十億€、交通量は十億台km 

軸重依存 比例 占有 大型貨物独自 乗用車 7.5トン 騒音 計 費用 交通量

未満貨物 対策 構成比

車種 (AASHO) 重量 層構造 独自 独自 （％） 構成比
(AASHO) 比例 占有 比例 比例 （％）

全車種

全対象インフラ費用 2.046 2.066 8.407 0.407 0.513 0.783 0.187 0.047 0.016 0.232 14.702 100.0 383.723

構成比（％） 13.9 14.1 57.2 2.8 3.5 5.3 1.3 0.3 0.1 1.6 100.0 100.0
乗用車

配分インフラ費用 1.639 5.214 0.047 0.121 7.021 47.8 306.563

構成比（％） 23.3 74.3 0.7 1.7 100.0 79.9
換算値 1.0 1.0 1.0 1.0

オートバイ

配分インフラ費用 0.019 0.035 0.000 0.005 0.059 0.4 3.306

構成比（％） 32.2 59.3 0.0 8.5 100.0 0.9
換算値 1.0 0.5 1.0 4.2

総重量依存
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表 1-10 道路交通の騒音に係る車種別加重係数 

 都市部（走行速度 50 ㎞／h） 他（走行速度 80 ㎞

／ｈ以上） 

自動車  

乗用車 1.0 1.0 

  同ガソリン 1.0 1.0 

  同ディーゼル 1.2 1.0 

バイク 13.2 4.2 

普通商用車 1.5 1.2 

バス 9.8 3.3 

大型貨物 3.5-7.5 トン 9.8 3.0 

大型貨物 7.5-16 トン 13.2 4.2 

大型貨物 16 -32 トン 14.9 4.8 

大型貨物 32 トン超 16.6 5.5 

鉄道 

 旅客列車 １ 

 貨物列車 ４ 

出典：参考文献３ Table 34 ‒ Weighting factors for noise for different vehicle types 
 

1.1.2.2 オーストリア 
 
同国では連邦政府１００％出資の ASFiNAG が独占的に高規格道路を管理している。 

同社の料金制度は表 1-11 の通りであり、走行距離課金が適用されているのは大型車の

全区間と小型車の山岳部特別料金区間である。 
 
表 1-11 オーストリアの課金制度 

 
 
 
ASFiNAG に帰属するのは、小型車の期間制課金収入、山岳部の特別料金区間の走行距

離課金収入、および大型車の走行距離課金収入であり、その他の収入（山岳部の鉄道への

相互補助のための割増金、外部費用課金、CO2 課金）は、連邦政府の交通省に帰属する。 
 

オーストリアの課金制度

期間制課金 走行距離課金 割増課金 外部費用 CO2

1年（100%）

２か月（30％）

10日（12％）

1日（9％）

2軸(1.0)

3軸(1.4)

4軸(2.1)
大型車（HV）

小型車（LV）
特別料金区間

のみ

A13およびA12 におけ

る鉄道トンネルへの相

互補助のため割増25％

騒音と大気汚染
車両のCO2等

級による

インフラ課金（ASFINAGに帰属） 外部費用（交通省に帰属）
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ASFiNAG に帰属する課金の種類別の収入の内訳は以下のとおりである。 

・ 小型車（3.5 トン以下）への期間制ビニエット（ステッカー）による課金 5.4 億ユ

ーロ（22.2%）  

・ 大型車（トラック、バス）への走行距離課金 16.77 億ユーロ（69.0%） 

・ 山岳部の特別料金区間 2.14 億ユーロ（8.8％） 
 

１．課金単価 

 オーストリアの走行距離課金の単価は表 1-12 のとおりであり、課金単価は、車種ごとに

インフラ費用、大気汚染・騒音、CO2 排出費用で構成されている。 
 

 表 1-12 オーストリアの走行距離課金単価（2024 年 1 月～）  単位 ユーロ／㎞ 

 

区分 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

2 軸 3 軸 4 軸以上 

CO2 排出クラス

5 

ゼロ 
エミッショ

ン 

0,0538 0,0741 0,1097 

CO2 排出クラス
4 

ユーロ VI 0,2140 0,2987 0,4445 

CO2 排出クラス
3 

ユーロ VI 0,2259 0,3151 0,4693 

CO2 排出クラス
2 

ユーロ VI 0,2265 0,3160 0,4705 

CO2 排出クラス
1 

ユーロ VI 0,2278 0,3177 0,4730 

CO2 排出クラス
1 

EEV と

EURO V 
0,2408 0,3377 0,4990 

CO2 排出クラス
1 

ユーロ IV 0,2568 0,3557 0,5250 

CO2 排出クラス
1 

ユーロ 
0~III 

0,2708 0,3767 0,5540 

    課金額には VAT20%を含まない。 

出典： ASFINAG ウエブサイト https://www.asfinag.at/en/toll/go-toll/ 

 
２．インフラ費用の課金単価の算定方法 

インフラ費用の課金単価の算定フローは図１－３のとおりである。 
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図 1-3 インフラ費用の課金単価の算定フロー 

 

① 道路ネットワークの価値の算定 

道路の構造（道路、橋）や費用の種類（用地費、土工、舗装等）により 70 の費用項目に

分類し、費用項目ごと資産価値を算定する（表 1-13 参照）。 

保全対策費用を含むライフサイクルコストは、費用項目ごとに決定される。また、費用

項目ごとの数量 (面積、⾧さ、個数など) も測定される。数量に価格を掛けると、最終的

に現在価格での道路の再調達価格が得られる。 

価格とライフサイクルは毎年更新され、建設計画の策定において考慮される。 

 
表 1-13 道路ネットワークの価値の算定表のイメージ 

 
 出典 ASFiNAG プレゼンテーション資料 2024 年 6 月 11 日 
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② 費用項目ごとのインフラ費用（単年）の算定 

資産価値を耐用年数と金利を以下の計算式に入れて、単年の資産費用を算定し、これに

単年の運営費、間接費、保全対策費等を加えて、単年のインフラ費用の総額を算定する。 

 
単年費用の内訳は以下のとおりである。 

維持運営費、交通管理費、修繕費、大型車課金システム費、小型車特別区間料金徴収費、 

期間制課金費、取り締まり費、その費用 
  

③ 車種ごとの費用負担責任額の算定 

これを大型車と小型車の走行距離を、占有面積、重量（総重量、軸重）、騒音対策費等で

重み付けして算定した重み付け走行距離で配分して、大型車と小型車の費用負担責任額を

算定する。重み付けに使用する等価係数は表 1-14 のとおりである。 
 
 
表 1-14 重み付け等価係数 

 
 
出典 ASFiNAG プレゼンテーション資料 2024 年 6 月 11 日 

 

それぞれの費用項目ごとに適用する等価係数、および使用率を決定する。たとえば、アスファルトの

上層は、45%が小型車と大型車の間の占有面積の等価係数、55%が軸重の等価係数に応じて配分される

(表 1-15 参照)。  
 

表 1-15 費用項目ごとの重み付け等価係数の適用割合

 
出典 ASFiNAG プレゼンテーション資料 2024 年 6 月 11 日 
 
 

配分 占有面積 軸重 総重量 騒音 均等

小型車 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

大型車 2軸 1.950 1.000 2.200 3.650 1.000

大型車 3軸 3.250 4.065 5.150 4.550 1.000

大型車 4軸 4.350 9.985 8.300 5.250 1.000

費用項目 占有面積 軸重 総重量 騒音 均等 小型車 大型車

用地費 用地費 100%

用地費（都市部） 100%

土工 土工、路盤 100%

アスファルト 上層および基層 45% 55%

路床、パイプ 100%

透水性アスファルト 上層 35% 65%

基層、上部路床 100%

下部路床、パイプ 15% 85%
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④ 大型車の各車種の課金単価上限の決定 

以上の計算により、現在の費用負担責任額は、小型車 52％、大型車 48％なので、大型

車に課金することのできる費用は、総インフラ費用の 48％以下である。 

この課金収入を、課金単価の比率が、2 軸車：3 軸車：4 軸車が１：1.4：2.1 となるよ

うに配分して各車種の上限単価を設定する。6 
 
 

  

 
6 ASFINAG 料金算定担当者の Truger 氏によれば、この単価の比率は固定であり、根

拠は不明とのことである。 
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1.1.3 外部費用の取り扱い  

本項では、外部費用の算定方法についてドイツと EU の事例を紹介する。 

 

1.1.3.1 CO2 

ドイツでは、CO２排出の費用（気候変動に係る費用）については、回避費用アプローチ

ではなく、損害費用アプローチにより算定することとされている。 

これに対し、EU の「交通に係る外部費用に関するハンドブック」では、損害費用アプ

ローチにもとづく算定は、設定が難しい因果関係と損害状況についてそれらを限定した場

合においてのみ有効としている。 

また、ユーロビニエット指令では、同指令の参考基準値を超える CO2 排出に対する課金

を課す場合には、科学的エビデンスにもとづき、回避費用アプローチにより算定しなけれ

ばならないとしている。 

このように、ドイツ国内とユーロビニエット指令（EU）では CO2 排出に対する費用の

算定手法に相違があった。そのため、連邦デジタル交通省は、専門家に検討を依頼し、以

下のような主旨の見解を得た。 

今回の料金改定は、2030 年までの短期的な回避目標に対するものであり、諸研究では、

交通関連の温室効果ガスの回避費用は 400～520€2021／t CO2e とされている。これに対し、

改正ユーロビニエット指令の参考基準値は、CO2 排出に係る費用を 100€2016／t CO2e とし

て算出されている。そのため、改正ユーロビニエット指令で認められている参考基準値の

上限（２倍）を課金したとしても、諸研究の回避費用を十分下回っており問題はない。 

このような見解をもとに、改正ユーロビニエット指令の参考基準値の２倍を上限として、

ドイツの連邦⾧距離道路に導入されたCO2排出課金の単価は設定された。 

 

1.1.3.2 大気汚染費用課金 

1. ユーロビニエット指令の 2022 年改正における大気汚染費用課金 

2022 年改正前のユーロビニエット指令7では、大気汚染および騒音の外部費用課金につ

いて、ANNEX Ⅲb で、各々の「上限値」として課金単価を規定していた。 

これに対し、2022 年改正では、ANNEX Ⅲb の「上限値」は「参考値」に変更されてい

る。また、ANNEX Ⅲa に規定されている算定方針に従っており、科学的根拠にもとづく

ものであることを示すことにより、加盟国は ANNEX Ⅲb の「参考値」を超える課金単価

を導入することが可能となっている。 

 
7 2022 年改正の直近の変更は、2020 年７月７日付の一部数値の更新 “Update of 

Annex II and of Tables 1 and 2 of Annex Ⅲb with respect to applicable euro values in 

accordance with Article 10a of Directive 1999/62/EC of the European Parliament and of 

the Council, as amended by Directive 2011/76/EU of the European Parliament and of the 

Council”  
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なお、これまで大気汚染と騒音の外部費用として個別に示されていた「上限値」は、2022

年改正の ANNEX Ⅲb では、参考値として両者を合わせた形で示されている。 

大気汚染の費用の算定手順は、現行指令と変わっていない。つまり、大気汚染の費用は、

排出係数（g／台・km）に、排出されたガスの費用単価€／g（車両グループおよび道路ク

ラスごと）、走行距離を乗じることにより算定する（基本的に CO２排出課金と同じ）。算定

に含める必要がある大気汚染物質は、加盟国排出量インベントリの作成に関する指令

2001/81/EC8に準拠して、NOX、NMVOC、SO２、NH３、PM10／PM2.5 としている。 

排出係数の算出方法と利用データベースは、同指令に規定されているが、科学的に証明

されたものであれば、各加盟国が独自に選定することができるとしている。 

 

２．大気汚染費用課金の料率 

大気汚染費用課金の料率は以下の表のとおりである。 

 

表 1-16 大気汚染費用課金の料率                  （€／km） 

 3.5 超 7.5t

未満 

7.5-12t

未満 

12-18t 18t 超 

３軸 

18t 超  

４軸超 

A(Euro Ⅵ) 0.011 0.015 0.015 0.022 0.023 

B(Euro Ⅴ) 0.043 0.043 0.052 0.062 0.062 

C(Euro Ⅳ) 0.055 0.059 0.063 0.080 0.087 

D(Euro Ⅲ) 0.079 0.088 0.101 0.134 0.149 

E （Euro Ⅱ） 0.098 0.113 0.121 0.164 0.182 

F （EuroⅠと 0） 0.102 0.114 0.123 0.169 0.187 

Ｇ※ 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

既存課金対象車種（7.5ｔ～）の料率については、～2023/11/30、2023/12/1（CO2 排
出費用追加）～2024/6/30、2024/7/1（課金対象車種拡大）～においても変更なし 

※大気汚染費用課金の区分 G は 2023/12/1（CO2 排出費用追加）より追加（→３） 

 

3．大気汚染費用単価 

連邦環境庁の環境費用算定手法通則（UBA 2020）の費用単価により算定した費用（2020

年価格）を使用しており、損害費用には、EU 同様、（人の）健康面、農業、物や建物、生

物多様性の影響が含まれている。同算定手法通則（UBA 2020）では、健康への影響に関

 
8 Directive 2001/81/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 

2001 on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants （2016 年廃止） 

→ Directive (EU) 2016/2284 of the European Parliament and of the Council of 14 

December 2016 on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants, 

amending Directive 2003/35/EC and repealing Directive 2001/81/EC 
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する費用は、WHO の 2013 年の調査9と金銭価値への換算は同通則策定当時の EU の基準

に準拠して算定したとしている。また、農業への影響に関する費用については、Mills et 

al.(2007)10の手法を基本としたとしている。これらの手法でカバーできないものについて

は、前述の NEEDS のデータを使用したとしている。 

 

これらの手法により排出源を限定しない大気汚染物質、NH３、NMVOC（非メタン系揮

発性有機化合物）、SO２、NOX、PM２.５、PM１０に対する費用単価を設定している。さらに、

同通則では、道路交通により排出されるこれらの大気汚染物質については、排出される位

置が低く（0～３ｍ）、人間が吸引する可能性が高く健康への影響が大きいとして、別途、

地域区分も含めた費用単価を設定している。人間が吸引する可能性が高く健康への影響が

大きい点は、PM に強く表れている。以下に、ドイツで使用した費用単価はトンあたりの

ため、㎏に換算（１／1000）したものを示す（€／kg：2020 年価格）。 

 

表 1-17 大気汚染物質費用単価 

  NH３ NMVOC SO２ NOX  PM2.5  PMcoarse PM10 

健

康 

共通 24.2 1.2 14.9 15.8 62.9 1.0 7.2 

都市部 24.2 1.2 14.9 15.8 255.3 4.9 30.0 

郊外部 24.2 1.2 14.9 15.8 73.6 1.2 8.5 

地方部 24.2 1.2 14.9 15.8 43.2 0.6 4.9 

非健康 10.9 1.0 1.5 3.7 0 0 0 

 

表 1-18 ドイツと EU の費用単価の比較(参考) 

 NH３ NMVOC SO２ NOX 1 NOX 2 PM2.5 2 PM2.5 3 PM10 

ドイツ 35.1 2.2 16.4 19.5 19.5 255.3 43.2 72.0 

EU 28.1 1.8 16.5 36.8 21.6 144 93 39.6 

NOX 1：都市部、NOX 2：地方部、 

PM2.5 1：大都市圏（ドイツに記載なし）、PM2.5 2：都市部、PM2.5 3：地方部 

PMcoarse：EU に記載なし 

 

4. 大気汚染の全体費用と課金単価の算定 

 
9 Health risks of air pollution in Europe -HRAPIE project Recommendations for 

concentration-response functions for cost-benefit analysis of particulate matter, ozone and 

nitrogen dioxide, World Health Organization, Regional Office for Europe 
10 Holland, M. (2014): Cost-benefit Analysis of Final Policy Scenarios for the EU Clean 

Air Package -Version 2, Corresponding to IIASA TSAP Report 11, Version1, EMRC 
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次に、各大気汚染物質の排出量は、スイス INFRAS 社のデータベース HBEFA11（バー

ジョン 4.1）の走行距離あたりの排出量（排出係数）に走行距離を乗じる。走行距離につ

いては、課金対象期間の交通量推計では、（課金車種区分とは異なる）車両区分ごとの連邦

⾧距離道路網内での交通量（走行距離）が推計されており、それらに排出係数、費用単価

を乗じることで、大気汚染物質ごとの費用が算出される。これらを合計した全体費用を、

推計に用いた（課金対象車種とは異なる）車種区分と課金対象車種区分間の調整を行い割

り戻すことで、課金単価が得られる。 

 

5 EU における大気汚染費用単価 

前述のハンドブックによれば、大気汚染の影響（損害）としては、 

 （人の）健康面への影響：PM10、PM2.5、NOX が、呼吸器疾患や心臓血管疾患のリス

クを高め、医療費、疾病による仕事での生産損失に至るとされている 

 農業への影響：主に NOx や VOC（揮発性有機化合物）の排出による（二次大気汚染

物質としての）オゾンやその他の酸性大気汚染物質（SO２、NOx など）は、農作物に

被害を与え、収穫量を減少させる可能性がある。 

 物や建物への影響：これらのへの影響として、粒子や粉塵による表面の汚染、酸性物

質（NOx や SO２など）による腐食や損傷。 

 生物多様性への影響：主なものとしては、土壌、降水、水の酸性化（NOx、SO２など）、

NOx、NH３による特定の生物の過剰な繁殖に伴う生態系の混乱で、これらによる（動

植物における）生物多様性の減退 

としている。 

そして、これらの影響をもたらす排出物質について、国ごと・排出物質ごとに費用単価

（€／kg）を記載している。 

例として、ハンドブックのドイツの単価を以下に示す（€／kg：2016 年価格）。 

 

表 1-19 ドイツの大気汚染物質単価 

NH３ HMVOC SO２ NOX 1 NOX 2 PM2.5 1 PM2.5 2 PM2.5 3 PM10
12 

28.1 1.8 16.5 36.8 21.6 448 144 93 39.6 

NOX 1：都市部、NOX 2：地方部、 

PM2.5 1：大都市圏、PM2.5 2：都市部、PM2.5 3：地方部 

 
11 The Handbook of Emission Factors for Road Transport：各車両カテゴリ（排ガス基

準、車両重量区分などによって区別さている）および道路の交通状況に応じた、さまざま

な規制対象および規制対象外の排気ガス成分のいわゆる車両カテゴリごとの排出係数が

含まれている。 
12 PM10 は、ブレーキやタイヤの摩耗から発生するので、ゼロエミッション車にも課し

てよいとされている。 
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これらの費用単価は、ハンドブックにおいては、NEEDS13の成果として、汚染物質ごと

に、例えば、PM2.5 であれば、影響を受ける人（成人、幼児、具体の年齢層）の（当該国

の）全体人口に占める割合、それらの人々一人当たりの寿命、活動可能時間、業務可能時

間への影響を設定して費用単価を算定している。 

 

1.1.3.３ 騒音課金 

1. ユーロビニエット指令の 2022 年改正における騒音課金 

前述のように、2022 年改正前のユーロビニエット指令では、大気汚染同様、騒音の外部

費用課金について、ANNEX Ⅲb で、各々の「上限値」として課金単価を規定していた。 

これに対し、2022 年改正では、騒音課金についても ANNEX Ⅲb の「上限値」は「参

考値」に変更されている。また、ANNEX Ⅲa に規定されている算定方針に従っており、

科学的根拠にもとづくものであることを示すことにより、加盟国は ANNEX Ⅲb の「参考

値」を超える課金単価を導入することが可能となっている。なお、これまで大気汚染と騒

音の外部費用として個別に示されていた「上限値」は、2022 年改正の ANNEX Ⅲb では、

参考値として両者を合わせた形で示されている。 

改正ユーロビニエット指令における、道路交通により引き起こされる騒音の費用の算定

に用いられる手法は、同指令の現行バージョンと変化はない。ただし、発生する騒音の費

用を算定するプロセスは、大気汚染物質の場合よりも複雑で、受容側の要因も算定に含ま

れ、騒音の影響（特定の騒音レベルに暴露される居住者数）が考慮される。 

ユーロビニエット指令によれば、騒音の影響を受ける住民の数は、EU 環境騒音マッピ

ングの一環として作成された騒音対策地図（Strategic Noise Maps）、またはその他の同等

のデータソースから取得可能で、現時点では、2017 年の EU 環境騒音マッピングのデータ

が入手可能となっているとしている。 

 

2. 騒音課金の料率（€／km） 

 既存課金対象車種（7.5ｔ～）の料率については、～2023/11/30、2023/12/1（CO2 排

出費用追加）～2024/6/30、2024/7/1（課金対象車種拡大）～においても変更はない。 

 

 表 1-20 騒音課金の料率 

 3.5 超

7.5 未満 

7.5-

12 未満 

12-

18 

18 超 

３軸 

18 超 

４軸超 

共通 0.014 0.016 0.016 0.016 0.012 

 

ここで、最も大型の課金車種区分である「18 トン超４軸超」の課金単価が、他の課金車

種のそれと比較して低いのは、これまで述べたように騒音の全体費用の算定において、受

 
13 New Energy Externalities Developments for Sustainability (プロジェクト) 
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容側（影響を受ける人数）が関係しており、連邦道路より騒音の影響を受ける人口が少な

い傾向にあるアウトバーンにおいて、18 トン超４車軸以上の貨物自動車の走行距離が大

きいことによるものである。 

3 騒音の費用単価 

騒音の費用と単価である LDEN の区分ごとの現在の騒音による費用単価は、前述の連邦

環境庁の環境費用算定手法通則 3.1（UBA 2020）の単価を使用している。この単価には基

本的に、不快感（Belästigungen：自己申告による睡眠障害を除く）、身体的健康の障害

（ physische Gesundheitsfolgen ）、 精 神 的 健 康 の 障 害 （ kognitive und psychische 

Beeinträchtigungen）の影響を防止／軽減するための費用（直接的および間接的（結果的）

費用）を表す。 

 

表 1-21 騒音の費用単価 

db(A)帯 不快感 身体的疾

患 

精神的疾患 計 

45－49 29.46 0 0 29.46 

50－54 59.20 1.38 2.06 62.65 

55－59 98.60 6.10 11.67 116.38 

60－64 157.05 13.3 25.99 196.34 

65－69 243.95 22.01 40.31 306.27 

70－74 368.66 31.62 54.63 454.91 

75 以上 540.56 41.24 68.94 650.74 

 

2023 年に発生する費用は、上記の費用単価と、各道路区間であらかじめ設定された LDEN

レベルに応じた区分ごとの影響を受ける人数にもとづき推計された（物価上昇率は年２%

と想定）。課金対象車両の費用と全体の費用を分離する際には、貨物自動車の騒音が乗用

車の騒音よりも影響が大きいことも推計に盛込んでいる。そのような調整のため、貨物自

動車が発する騒音については、上記 EU のハンドブックの騒音に関する加重係数を使用し

ている。つまり、車両総重量 3.5 トン以上の貨物自動車の場合、同調整係数は重量区分に

応じて 3.0 ～ 5.5 となる。 

 

4 騒音の全体費用と課金単価の算定 

ドイツでは、前述の EU の環境騒音マッピング（2017 年版）は 55 dB(A)超のクラスの

騒音データしか示されておらず、また、大都市圏外の道路網については完全にはカバーさ

れていないため、連邦⾧距離道路における道路交通による騒音公害に関する完全なデータ

は入手できないとして、騒音の影響範囲の設定を独自に行っている。 
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騒音の費用の算定は、対象区域をタイル状に分割して行われ、騒音レベル値 LDEN は、

全連邦⾧距離道路網の沿線区域で、25m 角のグリッド単位で利用可能とした。 

次に、地理情報システム（GIS）をもとに、25m グリッド単位で算定された道路交通によ

る騒音レベル値を、100m×100m のグリッドの人口データ（2011 年国勢調査データ、直

近の完全調査）と対照させる。それにより、騒音レベル区分ごとに影響を受ける居住者の

情報がグリッドごとに得られる。そして、このデータを、現在運用中の BISStra14ネットに

ある BISStra の区間と対照し、騒音レベル区分ごとに影響を受ける住民を対象道路の区

間ごとに割り当てる。 

これにより、連邦⾧距離道路沿線で騒音の影響を受ける人口が得られ、Ⅲ．３.1 で得ら

れた１人あたりの費用単価を乗じることで、騒音の全外部費用が得られる。これらを大気

汚染費用同様、推計に用いた（課金対象車種とは異なる）車種区分と課金対象車種区分間

の調整を行い割り戻すことで、課金単価が得られる。 

また、騒音の課金単価は 2024 年から 2027 年まで変更がないのは、騒音と交通量は対数

関係にあるため、2023 年から 2027 年までの連邦⾧距離道路の推計における交通量の変化

に対して、騒音レベルは相対的に小さな変化にとどまることから、2024 年から 2027 年に

ついては、2023 年で行ったような複雑な騒音に係る算定作業は行わないこととし、2023

年の算定結果から得た費用単価（ユーロ セント／台・km）を続く 2027 年まで同一の値

を適用したことによるものである。 

 

5 EU における騒音費用 

前述のハンドブックによれば、騒音の影響（損害）としては、虚血性心疾患、脳卒中、

認知症、高血圧のような健康への影響、さらに、人間に対する生理的あるいは心理的な不

快感をあげている。 

それは人間の活動を妨げる可能性があり、イライラ、失望、不安、疲労、睡眠障害など

のさまざまなマイナスの結果につながるとしている。費用との関連については、重複計算

を避けるために、騒音による不快感と健康費用の両方を含めるものの、健康面については

睡眠障害を除外することとしており、実際の費用が若干過小評価される可能性がある。 

また、例えば、乳がんやうつ病への影響も指摘されているが、このような断片的な証左し

か入手できないと判断した影響については、ハンドブックでは、騒音費用に盛込んでいな

い。同様の考え方で、生産性の損失（集中力の低下など）や交通騒音による環境への影響

（野生動物への悪影響など）は算定対象としないとしている。 

 
14 連邦デジタル・交通省と連邦道路研究所（BASt）の道路網と地域の技術関係情報シ

ステム 
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同ハンドブックでは、騒音の影響を受けた人の一人当たりの騒音費用を、不快感と健康

面、そして、道路、鉄道、航空に分けて、LDEN
15が５db(A)16 幅で設定されている。このう

ち、同じ db(A)帯でも、道路と鉄道では大きな相違がないが、この２つに比べて、航空の

費用は（特に健康に係る費用について）大きくなっている。 

 

表 1-22 EU 加盟国内共通の道路交通騒音費用単価と内訳（€／人・年：2016 年価格） 

db(A)帯 不快感 健康 計 

50－54 14 3 17 

55－59 28 3 31 

60-64 28 6 34 

65-69 54 9 63 

70-74 54 13 67 

75 以上 54 18 72 

 

このような 50db(A)以上の騒音の影響を受けた人、１人当たりで算定した費用（費用単

価）に、交通機関ごとに影響を受ける人数を乗じて、騒音による全費用を算定する。 

さらに、道路と鉄道については、鉄道では旅客鉄道と貨物鉄道、道路では車種ごとに、

都市部（走行速度 50 ㎞／h）と他の道路（走行速度 80 ㎞／ｈ以上）に分けて、乗用車を

1.0 とした加重係数が設けられている。 

  

 
15 時間帯補正等価騒音レベル。夕方や夜間の騒音に重み付けをして評価するもの。国

際的に騒音の評価指標として主流となってきている。単位は db(A) 
16 人間の耳の特性に合わせた交通騒音の補正評価値（音圧）。 
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表 1-23 道路交通の騒音に係る車種別加重係数 

 都市部（走行速度 50 ㎞／h） 他（走行速度 80 ㎞／ｈ以上） 

乗用車 1.0 1.0 

 同ガソリン 1.0 1.0 

 同ディーゼル 1.2 1.0 

バイク 13.2 4.2 

普通商用車 1.5 1.2 

バス 9.8 3.3 

大型貨物 3.5-7.5 トン 9.8 3.0 

大型貨物 7.5-16 トン 13.2 4.2 

大型貨物 16 -32 トン 14.9 4.8 

大型貨物 32 トン超 16.6 5.5 

 

これらを踏まえた 28 加盟国全体の費用、人・km と台・km と平均費用が記載されてい

るが、これは道路全体を対象としたものであり、高速道路（motorway）のものは記載され

ていない。 

 

表 1-24 ＥＵの騒音費用 

 総費用（億€） ユーロセント／台・km 

大型貨物 3.5-7.5 トン 1.0 4.0 

大型貨物 7.5-16 トン 1.8 5.7 

大型貨物 16 -32 トン 3.0 6.5 

大型貨物 32 トン超 3.2 7.2 
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1.1.4   料金割引の実態と車種間料金比率の国際比較 

本節では、米国と欧州のフランス、イタリア、ドイツ、オーストリアの代表的な道路につ

いて、料金水準と割引制度、これらを考慮した車種間料金比率についての実態調査の結果を

示す。なお、ドイツとオーストリアについては、割引制度が存在しないので取り扱わない。 

 

1.1.4.1 調査対象道路と選定理由 

調査対象道路と選定理由は、表 1-25 のとおりである。 

 

表 1-25 調査対象道路と選定理由 

 
   

1.1.4.2 車種間比率の基本的な考え方 

各国における車種間比率設定の基本的な考え方は以下の表 1-26 のとおりである。 

 

表 1－26 車種間比率設定の基本的考え方 
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なお、表で車種ごとの収入が最大となる料金設定方法とは以下のようなものを言う。

有料高速道路の収入は、交通量が一定であれば、料金が高くなると増加して行くが、一

般的には料金が高くなると交通量は徐々に減少して行き、一定の水準を越えると、料金

を上げても、収入が増加しない、あるいは減少するようになる。このような特性がある

ことから、個人のレジャーや通勤向けの利用が多い普通車と業務用の利用が多い貨物車

とで、それぞれ料金収入が最大になる料金水準を設定することにより、全体として最大

の料金収入を得ようとするものである。 

米国の有料道路では、費用側からのアプローチも採用されている。 

 

1.1.4.3 車種間比率設定の要因 

調査対象国では、原因者負担を中心としつつ、外部費用を導入している国（ドイツ、

オーストリア）もある。 

 

 表 1-27 対象国の車種間比率設定の要因整理表 

 
 

1.1.4.4 米国における車種間比率と高速道路料金割引制度 

 

1. ペンシルベニアターンパイク 

 ① 割引制度 

 ペンシルベニアターンパイクにおける割引制度を以下に示す。 
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表 1-28 ペンシルベニアターンパイクにおける割引制度 

割引種別 割引内容・条件 

E-ZPass 割引 
 全ての E-ZPass 利用者に車種を問わず同率の割引が適用される 

 区間ごとに割引率が異なる（最大 60％） 

Commercial 

Vehicle Program 

多頻度・商用車割引 

※事前登録必要 

 保有台数要件（1 台以上の Class3～9（重量 6.8t 以上）のトラ

ック、10 台以上の車両、または商用車）を満たす個人または企

業の E-ZPass アカウントが対象 

 月間利用料金 20,000 ドル以上、一括払い登録、保証人登録が必

須 

 通行料金から 3％割引 

Toll By Plate 

自動払い設定割引 

※事前登録必要 

 アカウントを登録し、自動引き落としの設定をした利用者が対象 

 郵送による請求額が 15％割引となる 

 レンタカーでも登録可能 
 

② 車種間比率 

公表されている名目の料金から割引を考慮して実質の車種間比率を算定すると以下の通

りとなる。 

 

表 1-29 PTC の名目と実質の車種間比率

 
 
 

  

Class1 7,000 lb以下（乗用車） $95.5 1.00 $47.3 (50%) 86.6% $53.76 1.00

Class2 7,001～15,000 lb $140.1 1.47 $69.2 (51%) 90.8% $75.72 1.41

Class3 15,001～19,000 lb $169.0 1.77 $83.4 (51%) 90.8% $91.28 1.70

Class4 19,001～30,000 lb $202.7 2.12 $100.3 (51%) 90.8% $109.72 2.04

Class5 30,001～45,000 lb $284.0 2.97 $140.6 (50%) 90.8% $153.79 2.86

Class6 45,001～62,000 lb $356.0 3.73 $176.4 (50%) 90.8% $192.92 3.59

Class7 62,001～80,000 lb $509.3 5.33 $252.5 (50%) 90.8% $276.13 5.14

Class8 80,001～100,000 lb $667.7 6.99 $331.0 (50%) 90.8% $361.98 6.73

Class9 100,001以上 $667.7 6.99 $331.0 (50%) 90.8% $361.98 6.73

　区　　間：Delaware River Bridge Toll Plaza ～ Gateway
　対象路線：I-76

1台あたり

の料金

実質

車種間比率

E-Zpass割引考慮

車種区分

Toll By 
Plate

郵送請求

E-ZPass
電子収受

(カッコ内割引率)

E-Zpass
利用率

見かけの

車種間比率

TBP
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表1-30 PTC の名目と実質の車種間比率（2025 年１月からの新料金） 

対 象 路 線 ：  I -76 

区 間： Delawar e River Br idge Tol l Plaza ～ Gateway 

車 種 区 分  
Toll By 
Plate 
郵 送 請 求  

見 か け の
車 種 間 比 率
(TBP) 

E- ZPass 
電 子 収 受  
( カッコ内割引率) 

E- Zpas s 
利 用 率  

1 台 あ た り の
料 金  

実質車種間比率 
E-Zpass割引考慮 

2Ｌ(乗用車) $105. 7 1. 00 $54. 71 ( 48%) 86. 6% $61. 54 1. 00 

3Ｌ $158. 7 1. 50 $82. 14 ( 48%) 90. 8% $89. 18 1. 45 

4Ｌ $211. 4 2. 00 $109. 42 ( 48%) 90. 8% $118. 80 1. 93 

5Ｌ $264. 4 2. 50 $136. 85 ( 48%) 90. 8% $148. 58 2. 41 

6Ｌ $317. 1 3. 00 $164. 13 ( 48%) 90. 8% $178. 20 2. 90 

2Ｈ $158. 7 1. 50 $82. 14 ( 48%) 90. 8% $89. 18 1. 45 

3Ｈ $211. 4 2. 00 $109. 42 ( 48%) 90. 8% $118. 80 1. 93 

4Ｈ $317. 1 3. 00 $164. 13 ( 48%) 90. 8% $178. 20 2. 90 

5Ｈ $422. 8 4. 00 $218. 84 ( 48%) 90. 8% $237. 60 3. 86 

6Ｈ $528. 5 5. 00 $273. 55 ( 48%) 90. 8% $297. 01 4. 83 

7Ｈ $634. 2 6. 00 $328. 26 ( 48%) 90. 8% $356. 41 5. 79 

 

2. フロリダターンパイクエンタープライズ（Florida Turnpike Enterprise）17 

  

① 割引制度 

 FTE における割引制度を以下に示す。 

  

 
17 https://floridasturnpike.com/ 
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表 1-31 FTE 割引制度 

割引種別 割引内容・条件 

SunPass 割引 

 全ての SunPass もしくはその他の互換トランスポンダーの利用者

に車種を問わず同率の割引が適用 

 区間ごとに割引率が異なる（平均 25％） 

Pinellas Bayway

橋 

住民用年間パス 

 橋梁の近隣住民が対象で住居証明の提出が必要 

 6 月 30 日が期限の年間パスを 1 枚 15 ドルで購入 

（購入日によらず同額） 

 年間パスを登録した車両は橋梁の通行料金が無料となる 

 利用上限はなし 

Pinellas Bayway

橋 

通勤用年間パス 

 2 軸車のみが対象（個人の通勤を想定） 

 9 月 30 日が期限の年間パスを 1 枚 50 ドルで購入 

（購入日によらず同額） 

 年間パスを登録した車両は橋梁の通行料金が無料となる 

 利用上限はなし 

Sunshine Skyway

橋 

高頻度大型車割

引 

※事前登録必要 

 月間 40 回以上利用の 3 軸以上の車両が対象 

 料金が 10％割引となる 

 Pinellas Bayway 橋も割引対象となるが、年間パス保有者は対象外

となる 

 

② 車種間比率 

公表されている名目の料金から割引を考慮して実質の車種間比率を算定すると以下のと

おりとなる。 

 
表 1-32 FTE の名目と実質の車種間比率

 

2軸 $3.77 1.00 $2.88 (24%) 73.5% $3.12 1.00

3軸 $7.54 2.00 $5.76 (24%) 72.6% $6.25 2.01

4軸 $11.31 3.00 $8.64 (24%) 69.5% $9.45 3.03

5軸 $15.08 4.00 $11.52 (24%) 80.9% $12.20 3.92

6軸 $18.85 5.00 $14.40 (24%) 82.8% $15.17 4.87

7軸 $22.62 6.00 $17.28 (24%) 82.8% $18.20 5.84

8軸 $26.39 7.00 $20.16 (24%) 82.8% $21.23 6.81

　対象路線：Florida's Turnpike (SR 91) - South Florida
　区　　間：Boynton Beach ～ Dolphin Center

車種区分

Toll By 
Plate

郵送請求

SunPass
電子収受

(カッコ内割引率)

見かけの

車種間比率

TBP

SunPass
利用率

1台あたり

の料金

実質

車種間比率

SunPass割引考慮
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3. マサチューセッツターンパイク 

① 割引制度 

 マサチューセッツターンパイクにおける割引制度を以下に示す。 

 

表 1-33  マサチューセッツターンパイクの割引制度 

割引種別 割引内容・条件 

E-ZPass 割引 

 全ての E-ZPass 利用者が対象（2 軸車の場合マサチューセッツ

州登録の E-ZPass アカウントの方が割引率が大きい） 

 車種ごとに割引率が大幅に異なる（図表 1-34 参照） 

Resident 

Program 

住民割引 

 ※事前登録必要 

 Tobin Memorial Bridge の近隣住民（Charlestown と Chelsea 地

域居住者）を対象に橋梁の通行料金が片道 1.25 ドルから 0.15

ドル（88％割引）となる 

 Sumner/Callahan/Ted Williams Tunnel の 近 隣 住 民 （ East 

Boston、South Boston、North End 地域居住者）を対象にトン

ネルの通行料金が片道 1.5 ドルから 0.2 ドル（87％割引）とな

る 

 個人所有またはリースの 2 軸車でタイヤ 4 本までの車両が対

象 

 商用車の登録は不可 

 登録時には、州の運転免許証、自動車登録証、居住証明書類の

提出が必要 

 申請は年単位で更新が必要 

Carpool 

Program 

カープール割引 

 個人所有またはリースの 2 軸車でタイヤ 4 本までの車両が対

象 

 商用車の登録は不可 

2軸 $7.24 1.00 $5.29 (27%) 73.5% $5.81 1.00

3軸 $10.86 1.50 $8.04 (26%) 72.6% $8.81 1.52

4軸 $14.48 2.00 $10.72 (26%) 69.5% $11.87 2.04

5軸 $18.10 2.50 $13.40 (26%) 80.9% $14.30 2.46

6軸 $21.72 3.00 $16.08 (26%) 82.8% $17.05 2.94

7軸 $25.34 3.50 $18.76 (26%) 82.8% $19.89 3.43

8軸 $28.96 4.00 $21.44 (26%) 82.8% $22.73 3.92

実質

車種間比率

SunPass割引考慮

車種区分

Toll By 
Plate

郵送請求

SunPass
電子収受

(カッコ内割引率)

SunPass
利用率

1台あたり

の料金

見かけの

車種間比率

TBP

　対象路線：Florida's Turnpike (SR 91) - South Central Florida
　区　　間：Fort Pierce Plaza ～ Lake Worth



 

45 
 

 ※事前登録必要  3 人以上乗車している必要がある 

 カープール車両用のシールを貼っている必要がある 

 登録時には、州の運転免許証、自動車登録証の提出が必要 

 以下の年間料金の支払いで対象区間（ZONE）利用時の通行料

金が免除される 

 
 申請は年単位で更新が必要 

 

④  車種間比率 

公表されている名目の料金から割引を考慮して実質の車種間比率を算定すると以下の

通りとなる。 

 

表 1-34  MassDOT の名目と実質の車種間比率（E-ZPass 利用率 86.5％）

 
  

2軸 個人(州内) $13.55 1.00 $7.45 (45%) 86.5% $8.27 1.00

2軸 個人(州外) $13.55 1.00 $9.35 (31%) 86.5% $9.92 1.20

2軸 商用 $14.45 1.07 $10.25 (29%) 86.5% $10.82 1.31

3軸 $23.10 1.70 $18.90 (18%) 86.5% $19.47 2.35

4軸 $27.20 2.01 $23.00 (15%) 86.5% $23.57 2.85

5軸 $31.15 2.30 $26.95 (13%) 86.5% $27.52 3.33

6軸 $35.40 2.61 $31.20 (12%) 86.5% $31.77 3.84

7軸 $41.50 3.06 $37.30 (10%) 86.5% $37.87 4.58

8軸 $45.80 3.38 $41.60 (9%) 86.5% $42.17 5.10

9軸以上 $52.00 3.84 $47.80 (8%) 86.5% $48.37 5.85

見かけの

車種間比率

PBP

E-Zpass
利用率

実質車種間比率

E-Zpass割引考慮
車種区分

Pay By 
Plate

郵送請求

E-ZPass
電子収受

(カッコ内割引率)

1台あたり

の料金

　対象路線：Massachusettu Turnpike (I-90)
　区　　間：West Stockbridge ～ Logan Airport/Ted Williams Tunnel（起終点間の135.1ﾏｲﾙ）
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1.1.4.5 フランスにおける車種間比率と高速道路料金割引制度 

１. 割引制度 

① 定期利用者向けの割引制度 

高速道路を通勤に利用するドライバーのニーズに応えるため、コンセッション会社は

2019 年 2 月 1 日から優遇料金を導入した。同じ区間を月に往復 10 回以上利用するドライ

バーは、すべての通行料金が 30%割引になる。これらは自家用車および二輪車の利用者専

用である。 

この割引は、郊外での通勤用の既存のローカル割引を補完するものである。すでに優遇

料金のローカル定期券を利用しているドライバーは、それをそのまま使用することも、新

しい制度に加入することもできる。 

 

② 大型車向け割引制度 

フランスにおいて、大型車（3.5t 超）を対象とした高速道路通行料の割引制度が存在

する。これらの割引は、主に車両の Euro 排出基準、月間通行額または通行回数に基づき

提供され、運営主体は高速道路会社である。この割引制度は TIS-PL（Télépéage Inter 

Sociétés ‒ Poids Lourds）と呼ばれており、各コンセッション会社により割引条件・割引

率は異なる。 

 APRR・AREA：通行額に応じて 4～7%、Euro 6 車両で＋6% 

 SANEF・SAPN：一律 13% 

 COFIROUTE・ESCOTA：8～13% 

 その他多くの会社も最大 13%を上限に、月間利用額や環境性能で段階

的に割引 

２ 料金単価及び車種間比率 

以下に、Cofiroute、APRR-AREA、A63 (Atlandes)、および A79 (APRR)の料金単価と

車種間比率を示す。 

割引総額と適用割合については公開データが存在しないため、割引後の実質車種間比率

は算定できない。いずれにしろ割引率は最大でも 10％程度であり、車種間比率に影響を与

えるような割引制度は存在しないと推定される。 

なお、表の下部に参考として割引後の車種間比率を示しているが、これは個別の車両に

対する最大割引率であり、割引適用車の割合が加味されていない数字である。 
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表 1-35  Cofiroute および APRR-AREA の料金単価と車種間比率 

 Cofiroute 

sections 

APRR-AREA 

グループ 1 

APRR-AREA 

グループ 2 

 車両クラス 料金単価 

(€/k

m) 

車種間

比率 

料金単価 

(€/k

m) 

車種間

比率 

料金単価 

(€/k

m) 

車種間

比率 

通行

料金 

1 普通車 *1 0.116 1.00 0.099 1.00 0.187 1.00 

2 中型車 0.184 1.59 0.146 1.47 0.317 1.70 

3 大型車/バ

ス(2 軸) 

0.295 2.54 0.225 2.27 0.492 2.63 

4 大型車/バス

(3 軸以上) 

0.379 3.27 0.303 3.06 0.623 3.33 

5 二輪車 0.074 0.64 0.060 0.61 0.098 0.52 

定期

割引

(30%

) 

1 普通車 *2 0.081 1.00 0.069 1.00 0.131 1.00 

2 中型車 0.129 1.59 0.102 1.48 0.222 1.69 

5 二輪車 0.052 0.64 0.042 0.61 0.068 0.52 

加入

割引 

(10%

)  

3 大型車/バ

ス(2 軸) 

0.266 3.28 0.203 2.94 0.443 3.38 

4 大型車/バ

ス(3 軸以上) 

0.341 4.21 0.273 3.96 0.561 4.28 

*1 車種間比率の基準とする通行料金, *2 車種間比率の基準とする通行料金 
 

表 1-36 A63 (Atlandes)の料金単価と車種間比率 

車両クラス 
料金単価 

(€/km) 

車種間比率 

Class 1 普通車*1 0.384 1.00 

Class 2 中型車 0.581 1.51 

Class 5 二輪車 0.197 0.51 

Class A 

大型車/バス 

車 両 総 重 量 

(GVWR) が 3.5 トン

～12 トン・2 軸車両 

Euro0 3.342 8.70 

Euro1 3.342 8.70 

Euro2 3.342 8.70 

Euro3 3.289 8.56 

Euro4 3.128 8.15 

Euro5 2.949 7.68 

Euro6 2.941 7.66 

EEV 2.949 7.68 
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NVG 2.806 7.31 

Class B 

大型車/バス 

車 両 総 重 量 

(GVWR) が 12 トン

以上・2 軸車両 

Euro0 3.342 8.70 

Euro1 3.342 8.70 

Euro2 3.342 8.70 

Euro3 3.289 8.57 

Euro4 3.128 8.15 

Euro5 2.949 7.68 

Euro6 2.931 7.63 

EEV 2.939 7.65 

NVG 2.806 7.31 

Class C 

大型車/バス 

3 軸以上の車両 

Euro0 4.165 10.85 

Euro1 4.165 10.85 

Euro2 4.165 10.85 

Euro3 4.165 10.85 

Euro4 4.165 10.85 

Euro5 4.165 10.85 

Euro6 3.754 9.78 

EEV 4.165 10.85 

NVG 3.432 8.94 

*1 車種間比率の基準とする通行料金 

 

表 1-37  A79 (APRR)の料金単価と車種間比率 

 車両クラス 料金単

価 

(€/km) 

車種間

比率 

名
目
料
金 

普通車 ベース料

金 

Class 1 普通車 *1 0.046 1.00 

Class 2 中型車 0.075 1.63 

Class 5 二輪車 0.026 0.57 

低排出ガ

ス車両 

Class 1 普通車 0.037 0.80 

Class 2 中型車 0.059 1.28 

Class 5 二輪車 0.021 0.46 

大型車 EURO 

0-3 

Class 3 大型車・2 軸 0.160 3.48 

Class 4 大型車・3 軸以上また

はバス 
0.237 

5.15 

EURO 4 Class 3 大型車・2 軸 0.158 3.43 

Class 4 大型車・3 軸以上また

はバス 
0.232 

5.04 



 

49 
 

EURO 5 Class 3 大型車・2 軸 0.152 3.30 

Class 4 大型車・3 軸以上また

はバス 
0.225 

4.89 

EURO 6 Class 3 大型車・2 軸 0.146 3.17 

Class 4 大型車・3 軸以上また

はバス 
0.214 

4.65 

割
引
後
の
実
質
料
金 30%

 

普通車 ベース料

金 

Class 1 普通車 *2 0.032 1.00 

Class 2 中型車 0.052 1.63 

Class 5 二輪車 0.018 0.56 

低排出

ガス車両 

Class 1 普通車 0.026 0.81 

Class 2 中型車 0.041 1.28 

Class 5 二輪車 0.015 0.47 

大型車 EURO 0-3 Class 3 大型車・2 軸 0.112 3.50 

Class 4 大型車・3 軸以上また

はバス 
0.166 5.19 

EURO 4 Class 3 大型車・2 軸 0.110 3.44 

Class 4 大型車・3 軸以上また

はバス 
0.163 5.09 

EURO 5 Class 3 大型車・2 軸 0.106 3.31 

Class 4 大型車・3 軸以上また

はバス 
0.158 4.94 

EURO 6 Class 3 大型車・2 軸 0.102 3.19 

Class 4 大型車・3 軸以上また

はバス 
0.150 4.69 

*1 車種間比率の基準とする通行料金, *2 車種間比率の基準とする通行料金 
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1.1.4.6 イタリアにおける車種間料金比率と高速道路料金割引制度 

1. 割引制度 

① ETC 割引制度 

Autostrade per l’Italia では、ETC 車載器を利用すると通行料金は最大 30%の割引を受

けることができる。 

 

② 大型車割引制度 

Telepass システムを用いて、Consorzio（コンソーシアム）加入企業に対して非公開の

割引が提供されている。DKV や MSTS などの料金プロバイダーを通じて会員登録が行わ

れる。 

・ 割引対象：Euro 4 以上の環境性能を持つ大型車両（3.5t 超） 

・ 加入団体：DKV Consorzio、MSTS、Colsea など 

・ 利用には専用 OBU（Telepass Truck／EU）が必要 

 

③ 多頻度割引制度 

Autostrade Pedemontana Lombarda では ETC および Conto Targa Account を利用して

いる利用者に対しては多頻度の利用で 20% 割引の適用を 2024 年 6 月 30 日まで延⾧し

ている。この制度では、同じ月の通行 6 日目以降の通行による料金が 20%割引になる。 

  

④ 二輪車暫定割引 

イタリアでは二輪車の車種区分がないが、Motorcycle TELEPASS(車載器)を利用してい

る二輪車には暫定的に 30%割引が適用されている。 

 

２. 料金単価及び車種間比率 

以下に、Autostrade per l’Italia、Autostrade Alto Adriatico 及び Autostrade Pedemontana 

Lombarda の料金単価と車種間比率を示す。 

割引総額と適用割合についての公開データが存在しないため、割引後の実質車種間比率

は算定できない。 

Autostrade per l’Italia は 2023 年の 9 ヶ月間の通行料収入約 30.09 億ユーロで、同期間

の割引額は約 7300 万ユーロと公表しているので、割引率は 2.4％と算定できる。これはＥ

ＴＣ割引及び大型車割引を含んだ割引率である。この数字から車種間比率に影響を与える

ような割引制度は存在しないと推定される。 

表の下部に参考として各種割引後の車種間比率を示しているが、これは個別の車両に対

する割引率であり、割引適用車の割合が加味されていない数字である。 
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表 1-38 Autostrade per l’Italia の料金単価と車種間比率 

 車両クラス 料金単価 

(€/km) 

車種間比率 

通行料金 Class A: 前軸高さが 1.3m 以下の車両

*1 

0.193 1.00 

Class B: 前軸高さが 1.3m を超える車両 0.198 1.03 

Class 3: 3 軸の車両 0.255 1.32 

Class 4: 4 軸の車両 0.393 2.04 

Class 5: 5 軸以上の車両 0.466 2.41 

ETC の割引

料 金 ( 最 大

30%) 

Class A: 前軸高さが 1.3m 以下の車両

*2 

0.135 1.00 

Class B: 前軸高さが 1.3m を超える車両 0.139 1.03 

Class 3: 3 軸の車両 0.178 1.32 

Class 4: 4 軸の車両 0.275 2.04 

Class 5: 5 軸以上の車両 0.326 2.41 

*1 車種間比率の基準とする通行料金, *2 車種間比率の基準とする通行料金 

 

 

表 1-39 Autostrade Alto Adriatico の料金単価と車種間比率 

 車両クラス 料金単価 

(€/km) 

車種間比

率 

通行料

金 

Class A: 前軸高さが 1.3m 以下の車両 

*1 

0.218 1.00 

Class B: 前軸高さが 1.3m を超える車両 0.224 1.03 

Class 3: 3 軸の車両 0.299 1.37 

Class 4: 4 軸の車両 0.449 2.06 

Class 5: 5 軸以上の車両 0.531 2.44 

暫定料金 Class A: 二輪車 0.153 0.70 
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表 1-40 Autostrade Pedemontana Lombarda の料金単価と車種間比率 

 車両クラス 料金単

価 

(€/km) 

車種間

比率 

通行料金 Class 1: 普通車、二輪車 *1 0.224 1.00 

Class 2: 中型車、ピックアップ、キャンプ車

両 

0.280 1.25 

Class 3: トラック、牽引車、バス、バン 0.385 1.72 

Class 4: 大型トラック、セミトレーラー 0.419 1.87 

暫定料金 Class A: 二輪車 0.157 0.70 

多頻度利用

の割引料金

(20%) 

Class 1: 普通車、二輪車 *2 0.179 1.00 

Class 2: 中型車、ピックアップ、キャン

プ車両 

0.224 1.25 

Class 3: トラック、牽引車、バス、バン 0.308 1.72 

Class 4: 大型トラック、セミトレーラー 0.335 1.87 

暫定料金 Class A: 二輪車 0.125 0.70 

*1 車種間比率の基準とする通行料金, *2 車種間比率の基準とする通行料金 
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1.1.4.5 ドイツにおける車種間料金比率 

１. 車種区分 

車種区分は、CO2 排出等級１には排ガス等級区分があるので、車軸数及び総重量による

区分（６）×排ガス等級による区分（６）＝３６、CO2 排出等級２～４は車軸数及び総重

量による区分（６）のみなので、６×３＝１８、CO2 排出等級５（ゼロエミッション）は

１種類（無料）なので、合計 36＋18＋１＝55 課金区分となる。 

 

表 1-41  ドイツの車種区分と課金単価 2024 年～  単位 ユーロセント/ｋｍ 

 
 

２. 課金単価 

課金単価は、インフラ費用課金と外部費用課金で構成され、インフラ費用課金は、重量・

車軸による区分内で一律共通。外部費用課金については、大気汚染課金、騒音課金、CO2

排出課金で構成される。    

このうち、インフラ費用課金は対象ネットワーク を構成する資産を単年度化した費用

とそれらの維持修繕、管理運営費用を、課金対象車種以外の車種も含めた全車種に分配し

たうえで、課金単価を算定している。 

 

これに対し、大気汚染課金、騒音課金、CO2 排出課金は、いわゆる外部費用課金で、大

気汚染課金、騒音課金は 2011 年、CO2 排出課金は 2022 年の EU 指令により加盟国が課

金することが認められている。大気汚染課金、CO2 排出課金は、課金対象車種の車両がネ

ットワークを走行した（推計）際に発生させた各原因に外生的な費用単価を乗じることで

外部費用全体を算定し、それらを各（課金対象）車種に配分することで課金料率（€／km）

を算出している。騒音課金は、推計走行区間の沿線で一定の水準以上の騒音レベルにさら

される範囲の居住人口に、外生的に設定された被害単価（€／人）を乗じたもの（総被害

額）を車種ごとに重み付けした走行台 km で配分し、課金料率（€／km）を算出している。 

 

ドイツの課金単価 2024年7月1日～

CO2排

出等級

排ガス等

級
3.5～7.5t

7.5～

11.99t
12～18t 18t以上3軸

18t以上

４軸

18t以上

５軸～

1 Euro 6 15.1 17.7 23.8 30.3 32.4 34.8

Euro 5

／ EEV

Euro 4 20.1 22.1 28.6 37.1 38.8 41.4

Euro 3 22.5 25 32.8 42.9 45.4 47.8

Euro 2 24.4 27.5 34.8 45.9 48.7 51.1
Euro 1 ／
0

24.8 27.6 35 48.4 51.2 51.6

2 Euro 6 14.7 17.3 23.4 29.7 31.8 34

3 Euro 6 14.4 16.9 22.8 29 31 33.2

4 Euro 6 11.4 13.7 18.8 24.2 25.8 26.9

20.5 27.5 35.3 36.3 38.918.9
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３. 車種間費用負担責任額と車種間比率 

二輪車から 3.5 未満の貨物自動車までは、実際には課金されていないため、政府が公表

しているインフラ課金分の費用負担責任額を見ると車種間比率は、1.43～8.22 である （表

1－42 参照）。 

 

表 1-42 ドイツの車種別費用負担責任額 
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1.1.4.6 オーストリアにおける車種間料金比率 

 
１．課金制度 

オーストリアの有料道路を独占的に運営している ASFiNAG の料金制度は表の通りであ

り、走行距離課金が適用されているのは大型車の全区間と小型車の山岳部特別料金区間で

ある。 

 

 表 1-43 オーストリアの課金制度 

 
 

料金のうち ASFiNAG に帰属するのは、小型車の期間制課金収入と大型車の走行距離課

金収入および山岳部の特別料金区間の収入であり、山岳部の鉄道への相互補助のための割

増金、外部費用、CO2 課金は、連邦政府の交通省に帰属する。 

ASFiNAG に帰属する課金の種類別の収入の内訳は、小型車（3.5 トン以下）への期間制

ビニエット（ステッカー）による課金が約 20％、大型車（トラック、バス）への走行距離

課金が約 70%、山岳部の特別料金区間からの収入が 10％弱である。 

 

２. 課金単価と車種間比率 

オーストリアでは、課金単価は、車種ごとにインフラ費用、大気汚染・騒音、CO2 排出

費用で構成されている（表 1-44 参照）。 

  

オーストリアの課金制度

期間制課金 走行距離課金 割増課金 外部費用 CO2

1年（100%）

２か月（30％）

10日（12％）

1日（9％）

2軸(1.0)

3軸(1.4)

4軸(2.1)
大型車（HV）

小型車（LV）
特別料金区間

のみ

A13およびA12 におけ

る鉄道トンネルへの相

互補助のため割増25％

騒音と大気汚染
車両のCO2等

級による

インフラ課金（ASFINAGに帰属） 外部費用（交通省に帰属）
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表 1-44 オーストリアの課金単価と車種間比率（2024 年 1 月～）単位 ユーロ／㎞ 

CO2

排出 

クラス 

ユーロ 

排出ガス

クラス 

2 軸車 3 軸車 4 軸車 

5 
ゼロ 

エミッション 

0.0538 0.0741 0.1097 

2.83 3.90 5.77 

4 ユーロ VI 
0.214 0.2987 0.445 

11.26 15.72 23.42 

3 ユーロ VI 
0.2259 0.3151 0.4693 

11.89 16.58 24.70 

2 ユーロ VI 
0.2265 0.316 0.4705 

11.92 16.63 24.76 

1 

ユーロ VI 
0.2278 0.3177 0.473 

11.99 16.72 24.89 

EEV と 

ユーロ V 

0.2408 0.3377 0.499 

12.67 17.77 26.26 

ユーロ IV 
0.2568 0.3557 0.525 

13.52 18.72 27.63 

ユーロ 

0~Ⅲ 

0.2708 0.3767 0.554 

14.25 19.83 29.16 

注・課金額には VAT20%を含まない。 

・表中の下段の値は、2022 年における高速道路の 3.5 トン以下の小型車に適用される期間制の

料金収入(531 百万ユーロ） を小型車の走行台 km（27847 百万台 km）で除した課金単価（0.019

ユーロ/ｋｍ）を 1 として算定した車種間比率である。 

出典： ASFINAG ウエブサイト https://www.asfinag.at/en/toll/go-toll/ 

     

外部費用を除いたインフラ費用に対する課金単価と車種間比率は表 1-36 のとおりである。 
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表 1-45 オーストリアのインフラ課金の課金単価と車種間比率 単位 ユーロ／㎞ 

CO2 排出

クラス 

ユーロ 

排出ガス

クラス 

2 軸車 3 軸車 4 軸車 

5 
ゼロ 

エミッション 

0.0508 0.0711 0.1067 

2.67 3.74 5.62 

4 ユーロ VI 
0.203 0.2842 0.4268 

10.68 14.96 22.46 

3 ユーロ VI 
0.203 0.2842 0.4263 

10.68 14.96 22.44 

2 ユーロ VI 
0.174 0.2462 0.3743 

9.16 12.96 19.70 

1 

ユーロ VI 
0.174 0.2462 0.3743 

9.16 12.96 19.70 

EEV と 

ユーロ V 

0.203 0.2842 0.4263 

10.68 14.96 22.44 

ユーロ IV 
0.203 0.2842 0.4263 

10.68 14.96 22.44 

ユーロ 0~

Ⅲ 

0.203 0.2842 0.4263 

10.68 14.96 22.44 

注および出典は表 1-44 と同じ 

 




































